
平
成
二
十
七
年
六
月
二
十
二
日
提
出

質

問

第

二

八

九

号

東
シ
ナ
海
の
領
海
防
衛
に
対
す
る
政
府
の
考
え
方
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

逢

坂

誠

二

289



東
シ
ナ
海
の
領
海
防
衛
に
対
す
る
政
府
の
考
え
方
に
関
す
る
質
問
主
意
書

第
百
八
十
九
回
通
常
国
会
に
安
倍
内
閣
が
提
出
し
審
議
が
進
め
ら
れ
て
い
る
「
我
が
国
及
び
国
際
社
会
の
平
和
及
び
安
全
の

確
保
に
資
す
る
た
め
の
自
衛
隊
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
」
及
び
「
国
際
平
和
共
同
対
処
事
態
に
際
し
て
我
が
国
が
実

施
す
る
諸
外
国
の
軍
隊
等
に
対
す
る
協
力
支
援
活
動
等
に
関
す
る
法
律
案
」
（
以
下
、
「
本
法
案
」
と
い
う
）
は
、
従
来
、
行

政
実
務
、
判
例
を
勘
案
し
て
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
憲
法
学
的
知
見
と
は
明
白
に
反
す
る
も
の
で
、
違
憲
で
あ
る
。

わ
が
国
の
憲
法
学
の
代
表
的
論
者
で
あ
る
芦
部
信
喜
は
、
そ
の
著
作
の
「
憲
法
」
の
中
で
、
国
連
決
議
に
基
づ
い
て
行
わ
れ

る
国
連
平
和
維
持
活
動
に
関
し
て
で
さ
え
、
「
武
力
行
使
を
と
も
な
わ
な
い
停
戦
監
視
団
に
つ
い
て
も
、
武
力
行
使
と
無
縁
と

は
言
い
切
れ
な
い
」
と
述
べ
た
上
で
、
「
自
衛
隊
の
海
外
出
動
が
合
憲
か
否
か
は
、
武
力
行
使
の
有
無
と
深
く
か
か
わ
る
」
も

の
で
、
「
い
か
に
国
際
貢
献
と
い
う
目
的
で
あ
っ
て
も
、
憲
法
九
条
の
改
正
な
く
し
て
、
現
状
の
ま
ま
自
衛
隊
が
部
隊
と
し
て

参
加
す
る
出
動
を
認
め
る
こ
と
は
、
法
的
に
き
わ
め
て
難
し
い
」
と
の
見
解
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
が
わ
が
国
の
憲
法
学
的
通

説
で
あ
り
、
海
外
で
の
集
団
的
自
衛
権
の
行
使
を
可
能
と
す
る
本
法
案
は
こ
れ
を
超
え
る
も
の
で
、
憲
法
上
、
明
白
に
許
さ
れ

な
い
。

こ
の
よ
う
な
憲
法
に
反
す
る
本
法
案
を
準
備
す
る
以
前
に
、
そ
も
そ
も
わ
が
国
の
安
全
保
障
上
最
も
憂
慮
す
べ
き
は
尖
閣
諸

一



島
周
辺
な
ど
の
東
シ
ナ
海
に
お
け
る
領
海
の
防
衛
で
あ
ろ
う
。
尖
閣
諸
島
は
、
日
米
安
全
保
障
条
約
第
五
条
で
い
う
「
日
本
国

の
施
政
の
下
に
あ
る
領
域
」
で
、
「
い
ず
れ
か
一
方
に
対
す
る
武
力
攻
撃
が
、
自
国
の
平
和
及
び
安
全
を
危
う
く
す
る
も
の
で

あ
る
」
も
の
と
し
て
、
日
米
は
「
共
通
の
危
険
に
対
処
す
る
」
こ
と
が
両
政
府
に
よ
っ
て
繰
り
返
し
確
認
さ
れ
て
い
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
本
法
案
で
想
定
す
る
ホ
ル
ム
ズ
海
峡
や
南
シ
ナ
海
で
米
軍
支
援
等
に
わ
が
国
の
防
衛
力
を
割
く
こ
と
で
、
尖
閣
諸

島
周
辺
の
領
海
の
防
衛
が
疎
か
に
な
り
、
領
海
侵
犯
を
繰
り
返
す
者
が
突
如
と
し
て
大
規
模
に
漁
民
な
ど
を
尖
閣
諸
島
の
あ
る

島
に
上
陸
さ
せ
た
上
で
、
大
量
の
艦
船
な
ど
を
と
も
な
っ
て
実
力
を
行
使
し
て
、
「
日
本
国
の
施
政
の
下
に
あ
る
」
こ
と
の
実

効
性
を
失
わ
せ
た
場
合
、
日
米
安
全
保
障
条
約
の
第
五
条
が
適
用
さ
れ
な
い
実
態
が
生
み
出
さ
れ
る
状
態
に
陥
り
か
ね
ず
、
ア

メ
リ
カ
の
支
援
を
受
け
る
根
拠
が
失
わ
れ
た
ま
ま
施
政
権
が
奪
わ
れ
る
と
い
う
結
果
を
生
み
出
し
か
ね
な
い
。
中
国
政
府
高
官

は
、
「
釣
魚
島
（
尖
閣
諸
島
の
中
国
名
）
は
中
国
の
領
土
主
権
に
関
す
る
問
題
で
あ
り
、
当
然
、
中
国
の
核
心
的
利
益
に
属
す

る
」
と
明
言
し
て
い
る
。

自
国
の
領
土
領
海
の
防
衛
は
日
本
政
府
が
自
ら
の
手
で
行
い
抜
く
べ
き
で
あ
り
、
本
法
案
が
合
憲
違
憲
以
前
に
、
ホ
ル
ム
ズ

海
峡
や
南
シ
ナ
海
に
安
易
に
自
衛
隊
の
活
動
範
囲
を
広
げ
る
べ
き
で
は
な
い
。
尖
閣
諸
島
周
辺
の
防
衛
に
ア
メ
リ
カ
が
必
ず
共

同
で
対
処
し
て
く
れ
る
と
考
え
る
こ
と
は
妄
想
で
し
か
な
い
。

二



陸
上
自
衛
隊
の
北
部
総
監
を
務
め
た
元
陸
将
の
志
方
俊
之
氏
は
、
平
成
十
一
年
五
月
十
三
日
、
参
議
院
の
日
米
防
衛
協
力
の

た
め
の
指
針
に
関
す
る
特
別
委
員
会
の
中
で
、
「
自
分
の
国
を
自
分
の
国
の
兵
力
が
守
ら
な
い
と
い
う
」
こ
と
は
「
問
題
が
あ

る
」
。
「
ア
メ
リ
カ
の
兵
隊
が
日
本
の
国
の
た
め
に
命
を
さ
さ
げ
て
く
れ
る
と
で
も
思
っ
て
お
る
の
で
し
ょ
う
か
。
日
本
と
ア

メ
リ
カ
の
国
益
が
こ
の
地
域
で
オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ
し
て
い
る
か
ら
、
ア
メ
リ
カ
の
兵
隊
は
ア
メ
リ
カ
の
国
益
の
た
め
に
命
を
か

け
」
る
に
過
ぎ
な
い
と
し
て
、
日
米
安
全
保
障
条
約
の
危
う
さ
の
部
分
を
指
摘
し
て
い
る
。

政
府
が
優
先
す
べ
き
は
わ
が
国
の
領
土
領
海
を
確
実
に
守
り
抜
く
こ
と
で
あ
り
、
遠
方
に
自
衛
隊
の
部
隊
を
長
期
間
派
遣

し
、
領
土
領
海
の
防
衛
力
を
減
じ
さ
せ
る
こ
と
で
は
な
い
。

こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
、
以
下
質
問
す
る
。

一

日
米
安
全
保
障
条
約
第
五
条
で
い
う
「
日
本
国
の
施
政
の
下
」
と
は
、
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
状
態
を
指
す
の
か
、
政

府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

二

日
米
安
全
保
障
条
約
第
五
条
で
い
う
「
日
本
国
の
施
政
の
下
に
あ
る
領
域
」
に
、
北
方
領
土
、
竹
島
、
尖
閣
諸
島
は
そ
れ

ぞ
れ
該
当
す
る
の
か
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

三

現
在
、
尖
閣
諸
島
周
辺
の
政
府
の
行
っ
て
い
る
警
備
体
制
に
つ
い
て
、
人
員
、
艦
船
、
装
備
し
て
い
る
武
器
等
を
具
体
的

三



に
示
さ
れ
た
い
。

四

中
国
外
務
省
の
華
春
瑩
副
報
道
局
長
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
二
十
六
日
の
記
者
会
見
で
、
尖
閣
諸
島
に
つ
い
て
「
釣
魚

島
（
尖
閣
諸
島
の
中
国
名
）
は
中
国
の
領
土
主
権
に
関
す
る
問
題
で
あ
り
、
当
然
、
中
国
の
核
心
的
利
益
に
属
す
る
」
と
述

べ
て
い
る
。
こ
れ
は
中
国
が
尖
閣
諸
島
に
関
わ
る
問
題
が
妥
協
で
き
な
い
国
益
を
意
味
す
る
「
核
心
的
利
益
」
と
初
め
て
公

式
に
位
置
付
け
た
も
の
で
あ
る
。
中
国
政
府
は
こ
れ
ま
で
台
湾
や
チ
ベ
ッ
ト
の
問
題
に
つ
い
て
核
心
的
利
益
と
の
表
現
を
用

い
て
き
て
い
る
が
、
「
尖
閣
諸
島
の
問
題
を
核
心
的
利
益
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
」
と
い
う
事
実
を
政
府
は
認
識
し
て
い

る
の
か
、
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

五

中
国
政
府
は
、
こ
れ
ま
で
核
心
的
利
益
に
属
す
る
と
公
式
に
表
明
し
た
地
域
に
関
し
て
、
武
力
行
使
も
辞
さ
ず
、
そ
の
権

益
を
守
り
抜
く
姿
勢
を
示
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
古
く
は
一
九
五
〇
年
代
末
の
チ
ベ
ッ
ト
動
乱
が
そ
う
で
あ
り
、
昨
今
の
チ

ベ
ッ
ト
で
の
反
政
府
派
の
デ
モ
へ
の
実
力
行
使
も
典
型
的
な
事
例
で
あ
る
。
尖
閣
諸
島
は
わ
が
国
の
領
土
で
あ
る
も
の
の
、

中
国
政
府
が
「
核
心
的
利
益
」
と
明
言
し
て
い
る
以
上
、
政
府
は
特
に
重
点
的
な
防
衛
体
制
を
取
り
、
守
り
抜
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
政
府
は
中
国
政
府
が
「
核
心
的
利
益
」
と
主
張
す
る
尖
閣
諸
島
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
防
衛
体
制
を
構
築
す

べ
き
だ
と
考
え
て
い
る
の
か
、
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

四



六

尖
閣
諸
島
の
一
つ
の
島
が
漁
民
等
に
偽
装
さ
れ
た
兵
士
に
占
領
さ
れ
、
海
上
保
安
庁
の
艦
船
等
が
接
近
す
る
と
火
力
で
応

戦
し
は
じ
め
、
近
づ
く
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
、
こ
の
島
は
「
日
本
国
の
施
政
の
下
に
あ
る
領
域
」
で
あ
る
と
い
え
る
の

か
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

七

尖
閣
諸
島
の
一
つ
の
島
が
漁
民
等
に
偽
装
さ
れ
た
兵
士
に
占
領
さ
れ
、
短
期
間
で
構
造
物
が
構
築
さ
れ
、
火
砲
等
が
配
備

さ
れ
た
場
合
、
こ
の
島
は
「
日
本
国
の
施
政
の
下
に
あ
る
領
域
」
で
あ
る
と
い
え
る
の
か
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

八

日
本
か
ら
海
上
自
衛
隊
の
護
衛
艦
が
ホ
ル
ム
ズ
海
峡
周
辺
の
海
域
、
あ
る
い
は
南
シ
ナ
海
の
海
域
に
航
行
す
る
場
合
、
必

要
と
な
る
日
数
は
片
道
で
何
日
か
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

九

海
上
自
衛
隊
の
護
衛
艦
を
ホ
ル
ム
ズ
海
峡
や
南
シ
ナ
海
に
派
遣
す
る
場
合
、
そ
の
分
、
わ
が
国
の
領
海
防
衛
の
能
力
は
当

然
減
じ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
海
上
自
衛
隊
の
護
衛
艦
が
ホ
ル
ム
ズ
海
峡
や
南
シ
ナ
海
に
派
遣
さ
れ
る
場
合
、
日
本
本
土
の

基
地
に
配
備
さ
れ
て
い
る
航
空
自
衛
隊
の
戦
闘
機
の
行
動
範
囲
外
で
あ
る
以
上
、
自
衛
隊
機
の
航
空
支
援
は
受
け
ら
れ
な

い
。
い
わ
ば
護
衛
艦
は
「
自
国
の
戦
闘
機
に
よ
る
航
空
支
援
の
な
い
丸
裸
の
作
戦
行
動
」
を
取
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う

な
様
々
な
リ
ス
ク
を
承
知
の
上
で
、
あ
え
て
日
本
の
領
海
防
衛
の
能
力
を
減
じ
さ
せ
、
か
つ
、
日
本
の
領
海
か
ら
遠
い
海
域

で
航
空
支
援
も
な
い
作
戦
行
動
を
行
う
メ
リ
ッ
ト
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
こ
の
よ
う
な
航
空
支
援
を
受
け
な
い
艦
船
に
対
し

五



て
、
敵
か
ら
攻
撃
が
行
わ
れ
た
場
合
に
悲
劇
的
な
結
果
が
生
ま
れ
る
こ
と
は
、
先
の
大
戦
で
わ
が
国
政
府
は
十
分
学
ん
だ
は

ず
で
あ
る
。
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

十

志
方
俊
之
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
日
米
安
全
保
障
条
約
で
は
、
日
本
と
ア
メ
リ
カ
の
国
益
が
日
本
と
そ
の
周
辺
の
地
域

で
オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ
し
て
い
る
か
ら
、
ア
メ
リ
カ
軍
は
ア
メ
リ
カ
の
国
益
の
た
め
に
命
を
か
け
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
以

前
に
日
本
政
府
が
自
ら
守
り
抜
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
、
日
本
政
府
は
自
ら
の
防
衛
力
で
そ
の
領
土
領
海
を
守
り

抜
く
体
制
の
確
実
な
構
築
を
優
先
す
べ
き
で
あ
り
、
日
本
の
領
土
か
ら
十
数
日
か
ら
数
十
日
も
か
か
る
遠
方
に
力
を
割
く
余

裕
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
本
法
案
で
い
う
重
要
影
響
事
態
で
は
、
従
来
の
周
辺
事
態
法
で
は
規
定
し
て
い
た
自
衛
隊
の
行
動

範
囲
の
地
理
的
制
約
を
撤
廃
し
て
い
る
が
、
政
府
が
優
先
す
べ
き
は
わ
が
国
の
領
土
領
海
を
自
ら
守
り
抜
く
こ
と
で
あ
り
、

遠
方
に
自
衛
隊
の
部
隊
を
長
期
間
派
遣
し
、
領
土
領
海
の
防
衛
力
を
減
じ
さ
せ
る
こ
と
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。
政
府
の

見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

六


